
富山県新型インフルエンザ等対策行動計画の改定
○政府行動計画の改定（R6.7）を踏まえ、令和６年度に「富山県新型インフルエンザ等
対策行動計画」を改定。

〇政府行動計画の改定を踏まえた構成変更のほか、新型コロナウイルス対応を踏まえた
富山県新型インフルエンザ等対策本部や各部局・各課が担う役割の見直しを実施。

１

〇これまでの計画からの変更点

(1)過去に流行した呼吸器感染症を念頭に
中長期的に複数の感染の波が生じること
も想定し、幅広く対応できるシナリオ

(2)予防や準備など事前準備の「準備期」、
発生後の対応のための「初動期」及び
「対応期」に分けて構成

(3)具体的な対策項目を13項目に分類 など

②富山県新型インフルエンザ
等対策本部の整理・見直し

〇新型コロナウイルス対応を踏まえた
県対策本部の役割・機能の見直し。

＜出典＞富山県新型インフルエンザ等対策行動計画

③各部局・各課が担う役割
の整理・見直し

〇新型コロナウイルス対応を踏まえた
各部局・各課の役割の見直し。

＜出典＞富山県新型インフルエンザ等対策行動計画

①政府行動計画の抜本的改定
を踏まえた大幅な構成変更

資料２



政府行動計画の改定① 有事のシナリオの再整理
○過去に流行した呼吸器感染症を念頭に中長期的に複数の感染の波が生じることも想定し、幅広く

対応できるシナリオとする（改定前は「一度の感染の波が短期間で収束する」場合を想定）。
〇予防や準備など事前準備（準備期）と発生後の対応（初動期・対応期）に分けて構成。対応期は、

感染症の特性や感染症危機の長期化、状況の変化等に応じて幅広く対応するシナリオとする。

出典：内閣官房「第５回新型インフルエンザ等対策推進会議『政府行動計画における有事のシナリオの考え方について』」

時期 基本的な考え方

初動期
感染症の特徴や病原体の性状を明らかにしつつ、感染拡大のスピードをできる限り抑え、
感染拡大に対する準備を行う時間を確保

対応期

(1)封じ込めを念頭に対応する時期 病原体の性状について限られた知見しか得られていない中で、まずは封じ込めを念頭に対応

(2)病原体の性状等に応じて対応する時期 病原体の性状等を踏まえたリスク評価に基づき、感染拡大防止措置等を講じることを検討

(3)ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 ワクチンや治療薬等の普及等により、科学的知見に基づき対策を柔軟かつ機動的に切り替え

(4)特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期
ワクチンの普及等による集団の免疫の向上、病原体の変異及び新型インフルエンザ等への
対応力が一定水準を上回ることにより、基本的な感染症対策（出口）に移行

２



政府行動計画の改定② 対策項目の拡充
段階（改定前行動計画） 未発生期 海外発生期 国内発生早期 国内感染期 小康期

対策項目
（改定前行動計画）

段階・対策項目
（改定行動計画）

準備期
（感染症が発生する前段階
に必要な対応を実施）

初動期
（感染症の発生初期に必要な初動対処を実施）

対応期
（感染症のまん延移行、収束するまでに

必要な対応等を実施）

1.実施体制 1.実施体制

2.サーベイランス
・情報収集

2.情報収集・分析

3.サーベイランス

3.情報提供・共有
4.情報提供・共有、

リスクコミュニケーション

4.予防・まん延防止

5.水際対策

6.まん延防止

7.ワクチン

5.医療

8.医療

9.治療薬・治療法

10.検査

（新規） 11.保健

（新規） 12.物資

6.国民生活及び
国民経済の安定の確保

13.国民生活及び
国民経済の安定の確保

＜これまでの計画からの変更点＞
①各対策は、予防や準備など事前準備の「準備期」と
発生後の対応のための「初動期」及び「対応期」に分けて構成
改定前は「未発生期」、「海外発生期」、「国内発生早期」、「国内感染期」、「小康期」

に分類

②目的を達成するための戦略を実現する具体的な対策を6→13項目に分類

③複数の対策項目に共通する５つの横断的な視点を設定
Ⅰ人材育成Ⅱ国と地方公共団体との連携Ⅲ DXの推進Ⅳ研究開発への支援Ⅴ国際的な連携

３



県行動計画の見直しの方向性（案）
○健康危機への対応強化を図るため、健康危機対策本部の役割・機能の見直しや医療
機関配布用物資の計画的備蓄、関係機関との人事交流も含めた連携強化を検討。

〇健康危機以外の危機管理対応や業務継続計画（BCP）の見直しなど、新型コロナ対応
を振り返りながら、庁内各課での見直しを検討。

1.健康危機への対応強化
（1）健康危機対策本部の役割・機能の見直し
・地域防災計画の保健医療福祉調整本部を参考に見直し、感対、医務を中心に厚生部各課から
人員を集め、厚生部長指揮の下、各種対策に取組む。

・健康危機管理リーダーの設置、リエゾン相互派遣も検討。

（2）医療機関配布用物資の計画的な備蓄
（3）関係機関との人事交流も含めた連携強化の検討

2.健康危機以外の危機への対応
・新型コロナ対応の振り返りや政府行動計画、国ガイドラインを参考に見直し
・新型インフルエンザ等発生時における行動制限、まん延防止措置については、
国の方針や県内の感染動向、有識者会議の意見を踏まえながら対策本部で決定

3.業務継続計画の見直し
・新型インフルエンザ等発生時に行動計画を踏まえた対応が迅速に実施できるよう、
人員配置を意識して業務継続計画を見直し

４



富山県新型インフルエンザ等対策本部の整理・見直し（案）
○平時から富山県感染症対策連携協議会等により関係機関との連携を強化。定期的な訓練の実施。

〇有事には富山県新型インフルエンザ等対策本部を立ち上げ、県民の健康保護や県民生活・経済に
及ぼす影響が最小に抑えるための体制を速やかに構築。体制は新型コロナウイルス対応で確保

した最大規模を目安としつつ、医療提供体制や社会経済状況等を踏まえ柔軟かつ機動的に対応。

現行 見直し案

富山県新型インフルエンザ等対策本部
（事務担当：防災・危機管理課、感染症対策課）

危機管理連絡会議
（事務局：防災・危機管理課）

各種対策会議
（必要に応じて関係部局が設置）

新型インフルエンザ等対策
検討委員会

（事務局：感染症対策課）

県民の生活・
健康を保護

各種対策会議
（必要に応じて関係部局が設置）

危機管理連絡会議
（事務局：防災・危機管理課）

県民生活・県民経済に
及ぼす影響を最小に

富山県新型インフルエンザ等対策本部
（事務担当：防災・危機管理課、感染症対策課）

知事部局
教育委員会
県警本部

新型インフルエンザ等
健康危機対策本部

（事務局：医務課、感染症対策課）
役割・機能の見直し

総括

各医療圏域の対策会議
（事務局：各厚生センター）

健康危機管理対策調整会議
（事務局：医務課）

富山県感染症対策
連携協議会

（事務局：感染症対策課）

各医療圏域の対策会議
（事務局：各厚生センター）

厚生センター所長・支所長会
(富山市保健所・衛生研究所も参加)

新型インフルエンザ等
健康危機対策本部

（事務局：医務課、感染症対策課）

・地域防災計画を参考
・健康危機管理
リーダーの設置
・リエゾン活動など

有識者会議
知事部局
教育委員会
県警本部

総括

□：見直し箇所 ５



健康危機以外の危機対応の確認
○健康危機以外の危機対応については、新型コロナ対応を振り返りながら、発生段階に
応じて各部局・各課が担う役割を点検。

〇各部局・各課での振り返りや職員向けのアンケート調査等を踏まえ、必要に応じて、
県行動計画に反映。

①各部局・各課での新型コロナ振り返り：
（1）現行の「富山県新型インフルエンザ等対策行動計画（H25.11）」における「各部局・各課が担う役割」、発生段階に

応じた「庁内関係課等の対応」を確認。
（2）各部局・各課での新型コロナ対応を確認（新型コロナ関連事業の新設、既存事業の拡充、他部局への応援など）。
（3）各部局・各課での新型コロナ振り返り：「現行計画に明記されているが、取り組まれなかったこと」、「現行計画に明記

されていないが、取り組んだこと」の確認。取り組まれなかった役割は「どのようにすれば、取り組むことができたのか」
を検討。

②職員向けアンケート調査の実施：新型コロナ禍（R2～R5）当時に所属していた部局・課で対応した新型コロナ業務や
業務を進めるうえで生じたトラブル、新たな感染症の発生を見据えた改善すべきポイントなど。

③政府行動計画、新型インフルエンザ等対策ガイドライン等の記載項目の検討：政府行動計画、新型インフルエンザ等対策

ガイドライン等、国が示すガイドラインで明記された県の役割に基づく取組みの検討。

①県行動計画改定版（素案）の作成後、連絡課を通じて、素案確認依頼。アンケート調査の結果や各部局での振り返り結果を
計画（素案）に反映。

②新型インフルエンザ対策実地訓練や常任委員会等でいただいた意見を踏まえ、連絡課を通じて、計画（案）の作成及び確認依頼。

発生段階に応じた各部局・各課が担う役割の点検（9～10月）

新型コロナ振り返りを踏まえた行動計画への反映（10～R7.2月）

６



業務継続体制の再点検
○新型インフルエンザ等の発生から大流行を経て終息に至るまでの間、県庁機能を維持し、県民

への公共サービスを円滑に提供できるよう「新型インフルエンザ対応富山県業務継続計画」を
策定。業務継続計画では、新型インフルエンザ等発生時における継続すべき業務等、業務の優先

実施の取扱いや業務実施のための人員体制、職員の感染対策等について定めている。

新型インフルエンザ等対策推進（実施）体制

健康危機管理

各種対策会議
（必要に応じて関係部局が設置）

危機管理連絡会議
（事務局：防災・危機管理課）

危機管理
県民生活・県民経済に
及ぼす影響を最小に

富山県新型インフルエンザ等対策本部
（事務担当：防災・危機管理課、感染症対策課）

知事部局
教育委員会
県警本部

新型インフルエンザ等
健康危機対策本部

（事務局：医務課、感染症対策課）

総括

健康危機管理対策調整会議
（事務局：医務課）

富山県感染症対策
連携協議会

（事務局：感染症対策課）

各医療圏域の対策会議
（事務局：各厚生センター）

厚生センター所長・支所長会
(富山市保健所・衛生研究所も参加)

有識者会議

経営管理部（人事課）
（統括責任者）

各部局
（業務継続計画部局責任者）

各所属
（業務継続計画所属責任者）

応援要請

応援要請

人員応援

人員応援

有識者会議や連携協議会、
国方針等を踏まえて移行。

業務継続体制

・部局横断的な人員調整

・発生時継続業務の実施
・職員の感染予防対策
・物資の確保 など

・部局内の人員調整

県民の生活・
健康を保護

７
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内容

国の動き

県の動き

庁外 庁内

４～６月

新型インフルエンザ等対策推進会議

（4/24,6/3,6/17）

厚生科学審議会感染症部会（5/7）

市町村民正・衛生主管部課長及び厚生関係
行政機関長会議（4/23）
公的病院長協議会（5/24）
（政府行動計画概要の共有）

連絡課長補佐会議（5/22）（情報共有）
厚生センター所長・支所長会（情報共有）

７月

政府行動計画 閣議決定（7/2）

全国感染症危機管理担当課長会議（7/3）

厚生科学審議会感染症部会（7/17）

新型インフルエンザ等対策推進会議

（7/31）

県計画の見直しの方向性の検討

８月
新型インフルエンザ等

対策ガイドライン 発出（未）

連携協議会（8/30）（政府行動計画
概要、県計画の見直しの方向性案の共有）

庁内連絡課長等説明会（8/23）
（県計画の見直しの方向性案の説明）

９月
内閣感染症危機管理統括庁地域ブロック会議（9/17）

（意見交換・質疑応答）
職員向けアンケート調査
各部局・各課での新型コロナ対策振り返り

１０月
新型インフルエンザ等対策実地訓練（11/8） 県計画（素案）の作成・確認依頼

１１月

１２月
連携協議会に確認依頼（計画（素案））
厚生環境委員会（計画（素案）報告）

県計画（案）の作成・確認依頼

１月 市町村等担当者説明会（市町村行動計画の

説明、県計画（案）の共有、確認依頼）

パブリックコメント２月

３月
連携協議会（書面）（県計画（案）の共有）

県行動計画 策定

R7.4月～ 市町村行動計画等の策定を支援

年間スケジュール（案）について
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